
奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２９年３月３１日

奈良県公安委員会

委員長 植 野 康 夫

奈良県公安委員会規則第４号

奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

奈良県道路交通法施行細則（昭和４８年１２月奈良県公安委員会規則第１４号）の一

部を次のように改正する。

「

奈良市三条大路二丁目５４３番３先
別表第２の４県道の表県道奈良生駒線の項中

市町４７番８先まで

「

１ 奈良市大森町５８番１先から奈良市四条大路一

から奈良県生駒 丁目８１４番３先まで
を に改

２ 奈良市三条大路二丁目５４３番３先から奈良県

」 生駒市町４７番８先まで

」

める。

附 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
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